
剣淵町の給与・定員管理等について 

 

１．総括 

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）                 

住民基本台帳人口 

（平成22年度末） 

歳出額 

Ａ 
実質収支 

人件費 

Ｂ

人件費率 

Ｂ/Ａ 

(参考) 

前年度の人件費率

人

3,632 

千円 

3,965,318 

千円

121,303

千円

705,193

％ 

17.8 

％

18.7

  （注）22年度決算の状況であり、人件費は、議会議員・非常勤特別職の報酬、町長などの特別職給与及び職員給与・

共済費・退職手当組合負担金等である。 

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）      

区分 
職員数 

Ａ 

給与費 一人当たり

給与費Ｂ/Ａ 給料 職員手当 期末勤勉   計 Ｂ

22年度 
人 

80 

千円 

288,637 

千円

49,433 

千円

104,171 

千円

442,241 

千円 

5,528 

     (注) １ 職員手当には退職手当を含まない。 

          ２ 職員数は、平成22年４月１日現在の人数である。 

          ３ 職員数及び給与費は、高等学校(町立)教員が含まれる。 

 （3）特記事項  特になし。 

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

 

 
 

 

(注) １ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員(一般行政職)の

給与水準を示す指数である。 

   ２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均

したものである。 

(参考)類似団体平

均の一人当たり給

与費 

千円

5,523 



２．一般行政職給料表の状況    

                                         （単位：円） 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

１号給の給料月額 135,600 185,800 222,900 261,900 289,200 320,600

最高号給の給料月額 243,700 307,800 358,200 404,400 414,100 430,100

 

３．職員の平均給与月額、初任給等の状況 

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成23年４月１日現在） 

  ① 一般行政職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

(国ベース) 

剣淵町 39.7歳 311,100円 374,331円 351,022円 

北海道 45.3歳 327,401円 395,574円 373,413円 

国 42.3歳 327,205円 － 397,723円 

類似団体 42.7歳 312,748円 361,551円 342,278円 

  ② 高等学校教育職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

剣淵町 32.0歳 266,900円 311,177円 

北海道 43.3歳 354,876円 404,943円 

類似団体 37.0歳 306,895円 366,317円 

(注）１ 「平均給料月額」とは、平成23年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務

手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかに

されているものである。また、「平均給与月額（ 国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には

時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じ

ベースで再計算したものである。 

 (2) 職員の初任給の状況（平成23年４月１日現在） 

  区分 剣淵町 北海道 国 

一般行政職 
大学卒 172,200円 159,285 円 172,200円 

高校卒 140,100円 129,592 円 140,100円 

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成23年４月１日現在） 

区分 経験年数10～15年 経験年数15～20年 経験年数20～25年

一般行政職 
大学卒 275,600円 － 356,800円 

高校卒 239,600円 277,100円 341,100円 

 

 

 



４．一般行政職の級別職員数等の状況 

  (1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成23年４月１日現在） 

区分 主な職務内容 職員数 構成比 

１級 
定型的な業務を行う職務 

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 
9人 14.7％

２級 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 6人 9.8％

３級 
係長等の職務 

困難な業務を処理する係長等の職務 
15人 24.6％

４級 
課長補佐等の職務 

特に困難な業務を処理する係長等の職務 
12人 19.7％

５級 困難な業務を処理する課長補佐等の職務 7人 11.5％

６級 課長等の職務 12人 19.7％

(注) １ 職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

   ２ 主な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 

 

(注) 平成19年１月から８級制から６級制に変更している。（旧給料表１級及び２級並びに４級及び５級を

それぞれ統合） 

 (2) 昇給への勤務成績の反映状況 

 人事評価制度を導入していないため、昇給に差をつけていません。（病気休暇者等を除く。）

 



５．職員の手当の状況 

 (1) 期末手当・勤勉手当 

剣淵町 北海道 国 

1人当たりの平均支給額(22年度) 

1,316千円 

1人当たりの平均支給額(22年度)

1,582千円 
－ 

(22年度支給割合) 

 期末手当   勤勉手当 

 2.6月分   1.35月分 

 (1.45)月分   (0.65)月分 

(22年度支給割合) 

 期末手当   勤勉手当 

 2.6月分   1.35月分 

 (1.45)月分   (0.65)月分 

 

(22年度支給割合) 

 期末手当   勤勉手当 

 2.6月分   1.35月分 

 (1.45)月分   (0.65)月分 

職制上の段階、職務の級等に

よる加算措置 

 役職段階別加算 4～10％ 

職制上の段階、職務の級等に

よる加算措置 

 役職段階別加算 5～20％ 

 管理職加算   10～25% 

 

 

 

職制上の段階、職務の級等に

よる加算措置 

 役職段階別加算 5～20％ 

 管理職加算   10～25% 

   (注) （ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職） 

 

人事評価制度を導入していないため、支給率に差をつけていません。（病気休暇者等を除く。） 

 

 

 

 

 (2) 退職手当（平成23年４月１日現在） 

剣淵町 国 

（支給率）     自己都合  勧奨・定年

勤続20年     23.50月分  30.55月分

勤続25年     33.50月分  41.34月分

勤続35年     47.50月分  59.28月分

最高限度額    59.28月分  59.28月分

その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置（2～20％加算）

 

 

 

（支給率）     自己都合  勧奨・定年

勤続20年     23.50月分  30.55月分

勤続25年     33.50月分  41.34月分

勤続35年     47.50月分  59.28月分

最高限度額    59.28月分  59.28月分

その他の加算措置 

  定年前早期退職特例措置（2～20％加算）



 (3) 地域手当（平成23年４月１日現在） 

支給実績（平成22年度決算） 0 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算） 0 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度(支給率) 

 % 人 % 

 % 人 % 

 (4) 特殊勤務手当（平成23年４月１日現在） 

支給実績（平成22年度決算） 0 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算） 0 円 

職員全体に占める手当の支給割合（平成22年度） 0.0％ 

手当の種類（手当数） 14 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

税務手当 町税事務従事職員 賦課徴収業務(出張) 日額 250円 

野犬掃とう業務手当 
野犬掃とう業務に従事

した職員 
野犬掃とう業務 日額 500円 

蜂駆除業務手当 
蜂駆除業務に従事した

職員 
蜂駆除業務 日額 500円 

診療所長手当 町立診療所長 町立診療所長業務 月額 350,000円 

防疫等作業手当 
医師、作業に従事した

職員 

感染症患者又は感染症

の疑いのある患者の収

容及び防疫作業業務 

医師 日額 1,000円 

職員 日額  500円 

精神衛生業務手当 

在宅精神病患者を訪問

し、医師、業務に従事

した職員 

精神衛生業務 
医師 日額 1,000円 

職員 日額  500円 

在宅診療手当 医師 往診 
国の定める住宅診療料

の40/100 

高等学校教員については、北海道学校職員等の特殊勤務手当に関する条例の例による。 

   (注) 支給実績・平均支給額・支給割合は、医師・高等学校教員を除いた額である。 

 (5) 時間外勤務手当 

支給実績（平成21年度決算） 10，610 千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成21年度決算） 200 千円 

支給実績（平成22年度決算） 8，402 千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算） 183 千円 

 

 



 (6) その他の手当（平成23年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

国の制

度との

異同 

国の制度

と異なる

内容 

支給実績 

(平成22年度決算) 

職員１人当たり

平均支給年額 

(平成22年度決算)

扶養手当 

扶養親族のある職員に支給 

・配偶者 13,000円 

・配偶者以外 6,500円 

・16歳～22歳 5,000円加算 

 

同  11,463千円 272,917円 

住居手当 

借家の場合 

（家賃が12,000円以上） 

・27,000円を上限に支給 

持家の場合 

・7,500円 

 

異 
国は持家

手当て無
8,338千円 146,278円 

通勤手当 

通勤距離が片道２km 以上であ

る職員に支給 

・交通機関等利用者 

  運賃相当額(55,000円限度)

・自動車等使用者 

  通勤距離に応じ 

     2,000円～24,500円

 

同  1,125千円 72,059円 

宿日直手当 

宿日直勤務を命ぜられた職員

に支給 

  １回につき 4,200円

(医師) １回につき10,000円 

 

異 
国は医師

20,000円
1,447千円 96,467円 

単身赴任手当 

単身赴任している職員に支給

23,000円（距離により6,000円

～45,000円加算） 

 

同  0千円 0円 

寒冷地手当 

世帯区分に応じて支給(11月～3月) 

扶養親族のある世帯主職員 

          月 26,380円

その他の世帯主職員 

          月 14,580円

その他の職員    月 14,580円

 

同  9,566千円 102,861円 

管理職手当 

管理又は監督の地位にある職

員に支給（月額） 

・課長及び課長相当職 

          35,000円

・課長補佐及び課長補佐相当職 

         25,000円

 

異  10,305千円 368,023円 

   (注) 上記の「内容及び支給単価」は一般職員の例であり、高等学校教員の手当は「北海道学校職員の

給与に関する条例」の例による。支給実績等は、一般会計（高等学校教員を含む）、各特別会計の支

給実績による。なお、宿日直手当は高等学校教員の支給実績等による。 

 

 

 

 



６．特別職の報酬等の状況(平成23年４月１日現在) 

 

区  分 給 料 月 額 等 

給 

料 

 

町 長 

副町長 

677,000 円

573,000 円

(参考) 類似団体における最高／最低額 

828,000 円 ／ 280,000 円 

667,000 円 ／ 299,000 円 

報 

酬 

議 長 

副議長 

議 員 

231,000 円

182,000 円

159,000 円

307,000 円 ／ 150,000 円 

251,000 円 ／ 119,000 円 

228,000 円 ／ 100,000 円 

期

末

手

当 

町 長 

副町長 

 (22 年度支給割合) 

   3.95 月分 

議 長 

副議長 

議 員 

 (22 年度支給割合) 

   3.95 月分 

退
職
手
当

 

町 長 

副町長 

（算定方式）        （１期の手当額） （支給時期） 

677 千円×5.126×在職年数   13,881 千円   任期毎 

573 千円×3.234×在職年数    7,412 千円   任期毎 

    (注) 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）

勤めた場合における退職手当の見込額である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７．職員数の状況 

 

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 

(各年４月１日現在) 

      区分 

部門 

職 員 数 対 前 年

増 減 数
主 な 増 減 理 由 

平成23年 平成22年

普 
 

通 
 

会 
 

計 
 

部 
 

門 

一 

般 

行 

政 

部 

門 

議会 2 2   

総務 16 15 1  

税務 3 3   

労働     

農林水産 10 10   

商工 2 3 △1  

土木 6 6   

民生 12 12   

衛生 6 6   

 計 57 57  
<参考> 

人口 1万人当たり職員数 156.94 人 

(類似団体の人口1万人当たり職員数 165.07 人) 

教育部門 22 23 △1 高校期限付教員配置の減 

消防部門     

 小 計 79 80 △1 
<参考> 

人口 1万人当たり職員数 217.51 人 

(類似団体の人口1万人当たり職員数 198.33 人) 

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

病院 5 5   

水道 2 2   

交通     

下水道 2 2   

その他 5 5   

小計 14 14   

合  計 
93 

[150] 

94 

[150] 

△1 

[ 0] 

<参考> 

人口 1万人当たり職員数 256.06 人 

(注) １ 職員数は一般職に属する職員数である。 

   ２ [ ]内は、条例定数の合計である。 

   ３ 教育部門に教育長及び高等学校教員を含まれる。 

   ４ 消防支署職員は含まない。  

 

 

 

 

 

 



 (2) 年齢別職員構成の状況（平成 23 年４月１日現在） 

 

 

 

区分 

20歳 

 

未満 

20歳 

～  
23歳 

24歳 

～  
27歳 

28歳

～

31歳

32歳

～

35歳

36歳

～

39歳

40歳

～

43歳

44歳
～

47歳

48歳

～
51歳

52歳 

～  
55歳 

56歳 

～  
59歳 

60歳

 

以上

 

計 

 

職員数 
人 

2 

人 

8 

人 

10 

人

11 

人

13 

人

6 

人

11 

人

8 

人

9 

人 

9 

人 

4 

人

2 

人

93 

    (注) 教育長を含む。 

 

 (3) 職員数の推移 

（単位：人・％） 

年度 

 部門別 
18年 19年 20年 21年 22年 23年 

過 去５年間 

の増減数(率) 

一般行政 56 58 58 57 57 57 1(1.8％)

教育 26 23 24 22 23 22 △4(△18.2％)

警察       ( ％)

消防       ( ％)

普通会計計 82 81 82 79 80 79 △3(△3.8％)

公営企業等会計計 13 15 14 14 14 14 1(△7.7％)

総合計 95 96 96 93 94 93 △2(△2.2％)

(注)    １ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 

     ２ 職員数は、教育長・高等学校教員を含む数である。 


